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審決 

 

不服２０１９－６５２６ 

 

（省略） 

請求人 キッコーマン株式会社 

 

（省略） 

代理人弁理士 長谷川 芳樹 

 

（省略） 

代理人弁理士 黒川 朋也 

 

（省略） 

代理人弁理士 森川 邦子 

 

 

 商願２０１７－４２２１１拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決

する。 

 

結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

理由 

１ 本願商標 

 本願商標は、「ステーキしょうゆ」の文字を標準文字で表してなり、第３０

類「醤油を加味した調味料」を指定商品として、平成２９年３月２９日に登録

出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和２年３月２

３日付け手続補正書により、第３０類「醤油を加味したステーキソース，醤油

を加味したステーキスパイス」に補正されたものである。 

 

２ 原査定の拒絶の理由の要点 

 本願商標は、「ステーキしょうゆ」の文字を標準文字で表してなり、その構

成中の「ステーキ」の文字は、「肉や魚の厚めの切り身を焼いた料理。特に、

ビーフ－ステーキの略。」を表し、また、「しょうゆ」の文字は、調味料を指

称し、「しょうゆ」は、ステーキ用の調味料に普通に使用されている実情が認

められるところ、本願商標は、その指定商品との関係において、「醤油を加味

したステーキ用の商品（調味料）」程の意味合いを無理なく看取させるものと

いえる。 

 したがって、本願商標は、単に商品の原材料、用途、品質を普通に用いられ

る方法で表したものであって、自他商品識別機能を果たさないものとみるのが

相当であるから、商標法第３条第１項第３号に該当し、上記商品以外の商品に
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使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第４

条第１項第１６号に該当する。 

 さらに、出願人は、意見書において、出願人の永年にわたる使用によって、

出願人の提供する商品を指称する商標として、需要者に広く認識されるに至っ

ている旨主張するが、提出に係る各資料をみると、使用に係る商標は、使用商

品の容器状のパッケージの側面に、やや太字でデザイン化された「ステーキ」

の文字及び「しょうゆ」の文字を縦書きの二行で表し、その下部に、「Ｋｉｋ

ｋｏｍａｎ」のローマ文字を配した構成からなるもの又はキッコーマンの文字

及びやや太字でデザイン化された「ステーキ」の文字並びに「しょうゆ」の文

字を縦書きの３行で表した構成からなるものである。また、使用商品の紹介記

事、広告宣伝等においても、商標「キッコーマン」の文字と併せて紹介又は使

用していることがうかがえる。 

 そうとすれば、商標の使用態様に係る諸事情に照らし、使用商品又はその宣

伝広告媒体に接した取引者、需要者は、「ステーキ」「しょうゆ」の文字のみ

によって、商品の出所が出願人であると認識することはなく、むしろ、商標

「Ｋｉｋｋｏｍａｎ」又は「キッコーマン」の文字に着目して、その商品の出

所が出願人であると認識すると解するのが自然であるから、使用商品を他社商

品から識別する機能を有する商標部分は「ステーキ」「しょうゆ」ではなく、

「Ｋｉｋｋｏｍａｎ」又は「キッコーマン」にあるといわざるを得ない。 

 したがって、出願人による本願商標の使用の実際を総合して勘案しても、使

用の結果、「ステーキ」「しょうゆ」の文字のみにより、当該商品が何人かの

業務に係るものであることを認識できるほど、取引者、需要者間に広く知られ

るに至ったものとまでは認めることができない（から商標法第３条第２項の用

件を具備しない）。 

 

３ 当審においてした審尋 

 当審において、審判長は、請求人に対し、令和２年２月３日付けで、別掲１

に示すとおりの用例を提示した上で、本願商標は商標法第３条第１項第３号に

該当し、同条第２項に規定する要件を具備しないとする旨の見解を示した審尋

を発し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。 

 

４ 審尋に対する請求人の回答 

 請求人は、前記３の審尋に対し、令和２年３月２３日付け回答書及び同年６

月５日付け上申書を提出し、要旨以下のように主張した。 

（１）ステーキ用の調味料の名称としては、むしろ「ステーキソース」や「ス

テーキスパイス」が一般的であり、本願商標は、その指定商品である醤油を加

味したステーキソースやステーキスパイスを暗示するものではあっても、単に

その商品の品質を表すにすぎないものには当たらない。また、僅か数件の、あ

る特定の地域で製造、販売されている商品の使用例のみをもって、その取引者、

需要者間において、その商品の品質を直接的に表示したものとまでいうことは

できない。 

（２）仮に、本願商標が商標法第３条第１項第３号に該当するとしても、その
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使用がされた結果、需要者が請求人の業務に係る商標であることを認識できる

に至っていると確信する。 

（３）請求人が本願商標を使用している「ステーキしょうゆ」商標には、毛筆

風の書体による「ステーキ」の文字と「しょうゆ」の文字とを２列に縦書きし

てなるものも存在するが、両者に書体や文字の書き表し方などにおいて相違す

る場合があるとしても、外観上同視し得るものであって、商標としての同一性

を損なうものではない。 

（４）商品のラベルには、「ステーキしょうゆ」の文字のほか、「キッコーマ

ン」の文字及び「ｋｉｋｋｏｍａｎ」の文字からなる標章、請求人のれん記号

等の表示があるとしても、「ステーキしょうゆ」の文字及びのれん記号等は、

文字の大きさ、色彩において顕著に相違しており、外観上、分離して観察する

ことが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合してはいない。そし

て、請求人は、「ステーキしょうゆ」の文字と「ｋｉｋｋｏｍａｎ」の文字及

びのれん記号を、一個の商標として扱うような積極的な行為に及んでいる訳で

はない。したがって、「ステーキしょうゆ」の文字が「キッコーマン」等の文

字に連続して表示されている態様のものも含めて、「ステーキしょうゆ」の文

字よりなる本願商標が、標章として独立して指定商品に使用され、自他商品識

別機能を備えているに至ったものと認められる。 

（５）請求人が本願商標を使用しているとする商品（以下「本件商品」とい

う。）は、販売開始の翌年である１９９５年（平成７年）には、販売量が約４

０万ケースとなり、年間販売額も１０億円を超えていることをも考慮すると、

発売当初の１９９４年（平成６年）から１９９６年（平成８年）におけるテレ

ビＣＭは、莫大な費用を投じ、全国規模で出稿されたことは容易に推認できる

ものである。また、請求人は、本件商品の広告（販促）活動を複数回行い、本

件商品は、テレビ番組、雑誌等にも多数取り上げられている。このことからも、

本願商標は、請求人の商標として認知され、現実に自他商品の識別標識として

機能しているものである。 

（６）本件商品の販売金額や販売容量は、２０１２年（平成２４年）４月１日

から２０１９年（平成３１年）３月３１日までの間、全国及び首都圏のいずれ

においてもシェア１位である。 

（７）本願商標について、銘柄想起調査を実施した。このアンケート調査によ

れば、調査対象者の４７．５％、調味料の主たる需要者層である４０代から６

０代の女性３３４人にあっては、その５４．２％が、本願商標から請求人を想

起した事実が認められた。そして、これら４０代から６０代の女性のうち、

「本願商標と同一の文字を見せて、思い浮かぶメーカー」において「キッコー

マン」と回答した者は４４．３％であり、「その理由」について、主として

「（店頭等で）見たことがある。」、「有名である。」又は「購入したことが

ある。」のいずれかを回答している。本願商標が仮に、生来的な識別力が弱い

としても、この調査結果をもって、長期にわたる本願商標の継続的な使用によ

り、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至

ったものと判断することができる。 
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５ 当審の判断 

（１）商標法第３条第１項第３号該当性について 

 本願商標は、前記１のとおり、「ステーキしょうゆ」の文字を標準文字で表

してなるところ、その構成中、「ステーキ」の文字は「肉や魚の厚めの切り身

を焼いた料理。特に、ビーフ－ステーキの略。」の意味を、「しょうゆ」の文

字は「調味料。旨味（うまみ）と鹹味（からみ）とを有し、特有の香気をもつ

褐色の液汁。」の意味を、それぞれ有する語（各語の意味については、いずれ

も「広辞苑第六版」（株式会社岩波書店）から引用。）として、一般に広く知

られているものであるから、本願商標は、当該両語を組み合わせてなるものと

看取、理解されるものといえる。 

 そして、本願の指定商品である「醤油を加味したステーキソース，醤油を加

味したステーキスパイス」を含め、調味料を取り扱う業界においては、例えば、

原審で示した例（甲１〜甲９）のように、ステーキ用の調味料などとして、醤

油を原材料としたソース又はスパイス、あるいはステーキ用の醤油等が一般に

製造、販売されており、そのような調味料について、「ステーキ醤油」と称し

ているものもある（別掲１）。 

 そうすると、「ステーキ」の語と「しょうゆ」の語とを組み合わせてなる本

願商標をその指定商品である「醤油を加味したステーキソース，醤油を加味し

たステーキスパイス」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本

願商標について、醤油を加味したステーキ用の調味料であること、すなわち、

商品の品質を表したものとして看取、理解するにとどまり、商品の出所を表示

する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとみるのが相当で

ある。 

 してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標

章のみからなるものであるから、商標法第３条第１項第３号に該当する。 

（２）商標法第３条第２項に規定する要件を具備するか否かについて 

 ア 商標法第３条第２項について 

 商標法第３条第２項が、同条第１項第３号等所定の商標であっても、使用を

された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することがで

きるものについては、商標登録を受けることができるとする趣旨は、特定人が、

当該商標を、その者の業務に係る商品の自他識別標識として、永年の間、他人

に使用されることなく、独占的排他的に継続使用した実績を有する場合には、

当該商品に係る取引界においては、事実上、当該商標の当該特定人による独占

的使用が事実上容認されているといえるので、他の事業者にその使用の機会を

開放しておく公益上の要請が乏しくなるとともに、当該商標が、自他商品識別

力を獲得したことにより、商標としての機能を備えるに至ったことによるもの

と解される。 

 ところで、同条第２項の規定上、同項によって商標登録が認められるのは、

使用されていた商標に限られることは明らかであるが、上記のように、同条第

１項第３号等の規定に対する例外規定である同条第２項の規定は、当該商標が、

特定人によりその業務に係る商品の自他識別標識として使用されてきた事実に

基づく、公益上の要請の後退及び自他商品識別力の取得という現象に基礎を置
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くものであって、当該「使用」の範囲に含まれない構成態様の商標には、同条

第２項により商標登録を受けることを許容する根拠が認められるわけではない

（すなわち、当該「使用」の範囲に含まれない構成態様の商標が、なお同条第

１項第３号等に当たる場合であれば、上記公益上の要請及び識別力の欠如とい

う状態が存在する）のであるから、同条第２項の適用において、登録出願に係

る商標と使用されていた商標との同一性は、厳格に判断されるべきものと解す

るのが相当である（平成１９年４月１０日判決言渡、平成１８年（行ケ）１０

４５０号 知的財産高等裁判所第４部判決参照）。 

 そして、請求人は、本願商標について、仮に、商標法第３条第１項第３号に

該当するとしても、その使用がされた結果、需要者が請求人の業務に係る商品

であることを認識することができるに至った商標であるから、同条第２項の規

定により、商標登録を受けることができるものである旨主張し、その証拠方法

として、甲第１０号証ないし甲第１０８号証を提出しているため、本願商標が

同条第２項の要件を具備するかについて、上記判決に照らし、以下、検討する。 

 イ 商標の使用について 

（ア）商標の同一性について 

 本願商標は、標準文字による「ステーキしょうゆ」の文字を、横書きに一連

に表してなるものである。 

 これに対し本件商品の容器には、１９９４年（平成６年）９月の発売開始時

から、別掲２のとおり、毛筆風の書体による「ステーキ」の文字と「しょうゆ」

の文字とを２列に縦書きしてなる標章（「しょうゆ」の文頭はその右上にある

「ステーキ」の「ス」及び「テ」の間の位置あたりから始まり、「しょうゆ」

が字下げされた段違いの配列。以下「使用商標」という。）のほか、商品の出

所を表したと認識され得る標章（「キッコーマン」の文字からなる標章、亀甲

形の中に「萬」の文字を配してなるいわゆるのれん記号からなる標章（以下

「請求人のれん記号」という。）等）の表示のあるラベルが付されている（甲

１２、甲１８）。 

 その後、本件商品は、例えば、別掲３ないし５に示すように、商品の包装の

デザイン等に差異があるものの、その商品のラベルには、上記発売当初のもの

と同様に、毛筆風の書体による「ステーキ」の文字と「しょうゆ」の文字とを

２列に縦書きしてなる使用商標のほか、商品の出所を表したと認識され得る標

章（「キッコーマン」の文字又は「ｋｉｋｋｏｍａｎ」の文字からなる標章、

請求人のれん記号等）の表示がある（甲１６、甲２６、甲２７、甲３４、甲４

１、甲４６、甲４９、甲５０、甲７７、甲８１、甲９０等）。 

 そうすると、本願商標と使用商標が、構成文字において一致するとしても、

本願商標と使用商標とでは、外観において相当程度に相違しており、商品の出

所を表したと認識され得る標章の有無を置くとしても、使用商標の使用が、実

質的に本願商標の使用に当たるということはできない。 

（イ）商品の同一性について 

 請求人が使用商標を付して販売する商品は、「丸大豆しょうゆ」を原材料と

して使用したステーキソース（甲１２）及び「粉末しょうゆ」を原材料として

使用した肉専用スパイス（甲９０）であるから、これらは本願の指定商品「醤
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油を加味したステーキソース，醤油を加味したステーキスパイス」とは同一の

ものといえる。 

 ウ 商標の使用状況に関する事実について 

（ア）使用開始時期及び使用期間 

 請求人の販売に係る本件商品は、１９９４年（平成６年）９月に、肉料理専

用の調味料「キッコーマン・ステーキしょうゆ」（「にんにく風味」、「あら

びきおろし」及び「オニオン風味」の３タイプ。）として発売されたものであ

る（甲１２、甲１５、甲１７〜甲１９）。その後も、本件商品は、風味の種類

（タイプ）が追加（甲１９、甲２４〜甲２７）され、業務用のものが発売（甲

２３）され、また、粉末タイプの商品が追加（甲９０〜甲９２、甲９８、甲９

９）される等して、継続的に製造、販売されている（甲１２、甲１６、甲１８、

甲２６、甲２７、甲３４、甲４１、甲４６、甲４９、甲５０、甲５２〜甲５５、

甲５８、甲５９、甲６８、甲６９、甲７１、甲７４、甲７７、甲８０、甲８１、

甲９０〜甲９４、甲９６〜甲９９、甲１０３、甲１０６）。 

 そうすると、請求人は、２６年間にわたり、使用商標を使用した商品を販売

しているといえる。 

（イ）商品の販売数及び市場占有率等 

 本件商品は、販売開始の翌年である１９９５年（平成７年）には、販売量が

約４０万ケースとなったとされ、年間販売額が１０億円を超えたとされる（甲

１９、甲２０）。 

 また、「牛肉対応品のメーカー別売上状況」とされるもののうち、区分を

「ステーキソース」とするものにおいては、２０１３年（平成２５年）から２

０１６年（平成２８年）までの間、「キッコーマン」が金額１位であったこと

がうかがえる（甲３５〜甲３７）。 

 さらに、株式会社インテージのデータベースを用いた調査結果（調査対象品

目：肉用調味料（ステーキソース））によれば、２０１２年（平成２４年）４

月１日ないし２０１７年（平成２９年）３月３１日の期間に、「キッコーマン」

が金額及び容量について、全国及び首都圏のいずれにおいてもシェア１位であ

ったとされ（甲３８）、同じく株式会社インテージのデータベースを用いた

「ステーキソース 市場規模月別推移（全国）（金額ベース）」によれば、２

０１７年（平成２９年）度ないし２０１９年（令和元年）度（ただし、２０１

９年度の集計は、１月まで。）の期間に、「キッコーマン」が金額１位であっ

たとされている（甲１０２）。 

 なお、本件商品は、時期は不明であるものの、北海道（札幌市、石狩市）、

埼玉県（ふじみ野市）、東京都（町田市）、神奈川県（横浜市、藤沢市）、愛

知県（名古屋市、尾張旭市、大府市、岡崎市、蒲郡市）、兵庫県（西宮市）の

スーパーマーケット等において陳列されている様子がうかがえる（甲５７）ほ

か、２０１８年（平成３０年）３月には、「楽天市場」及び「Ａｍａｚｏｎ．

ｃｏ．ｊｐ」を通じた通信販売がされていることがうかがえる（甲５８、甲５

９）。 

（ウ）広告宣伝等の方法、期間、地域及び規模 

 ａ テレビＣＭ 
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 請求人は、本件商品について、発売当初の１９９４年（平成６年）に「見抜

いていた女編」、１９９５年（平成７年）に「コンサート編」、１９９６年

（平成８年）に「サイコロ編」と称するテレビＣＭを制作した（甲１８）とこ

ろ、これらのテレビＣＭは、１９９４年（平成６年）ないし１９９６年（平成

８年）の期間に、関東地区のテレビ局（日本テレビ放送網、ＴＢＳテレビ、フ

ジテレビジョン、テレビ朝日）、関西地区のテレビ局（毎日放送、朝日放送テ

レビ、関西テレビ放送、讀賣テレビ放送）及び名古屋地区のテレビ局（東海テ

レビ放送、ＣＢＣテレビ、名古屋テレビ放送、中京テレビ放送）において、そ

れぞれ放送されたことがうかがえる（甲１０５）。そして、テレビＣＭの内容

の一部として、本件商品のラベル部分の映像や、本件商品の映像が含まれてい

ることが認められる（甲１０６）。 

 しかしながら、これらのテレビＣＭは、審決時から２０年以上も前のもので

あり、１９９７年（平成９年）以降に、請求人が、本件商品について、テレビ

ＣＭを制作したとする証拠は提出されていない。 

 ｂ キャンペーン等 

 請求人は、１９９７年（平成９年）８月頃、１９９８年（平成１０年）６月

頃、２００５年（平成１７年）７月ないし９月頃、２０１２年（平成２４年）

５月頃、２０１３年（平成２５年）９月頃、２０１５年（平成２７年）８月頃、

２０１６年（平成２８年）１１月ないし２０１７年（平成２９年）２月頃、２

０１８年（平成３０年）２月頃、同年１１月ないし２０１９年（平成３１年）

１月、２０１９年（令和元年）１０月ないし２０２０年（令和２年）１月に、

本件商品等の購入者を対象にステーキ肉、大皿、ゲーム、ペンダント、ギフト

券等をプレゼントするキャンペーンを行ったり、２００９年（平成２１年）６

月に大阪のショッピングセンター、２０１６年（平成２８年）２月に東京の専

門店街でタイアップによる販促活動をしたことがうかがえる。 

 このうち、２０１６年（平成２８年）１１月ないし２０１７年（平成２９年）

２月頃に行われたキャンペーンの応募者総数は２０，８０８人であり、２０１

８年（平成３０年）１１月ないし２０１９年（平成３１年）１月及び２０１９

年（令和元年）１０月ないし２０２０年（令和２年）１月に行われたキャンペ

ーンの応募者総数は、前者が６，２９９人、後者が４，１１０人であったこと

がうかがえる（甲３９〜甲４８、甲８４〜甲８７）。 

 エ アンケート調査 

（ア）請求人は、以下のとおり、株式会社インテージに依頼して、２０２０年

（令和２年）４月２日ないし同月６日の間に、「文字商標に関する調査」を実

施した。この調査は、インターネット調査として実施されたものであって、１

６歳ないし６９歳の全国の男女を対象として行われたものであり、調査の集計

対象数は１，０７１であった。また、調査対象者からは、本人及び同居家族が

「マスコミ・広告、新聞・放送業／市場調査」「食品のうち、しょうゆ・ソー

ス製造メーカー」に従事している者は除外されている。なお、前の質問に戻っ

て回答することはシステム上不可能となっていた（甲１０８）。 

（イ）上記調査の具体的内容は、まずＱ４として、回答者に本願商標を提示し、

「この商品名を見て、あなたが思い浮かべたメーカー名、企業名をお答えくだ
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さい。」と質問した（自由回答）。 

 回答結果は、「キッコーマン」と回答した者は３６．０％であり、残りの６

４％の回答者は、「エバラ」「いきなりステーキ」「味の素」「ヤマサ」「モ

ランボン」「ミツカン」「日本食研」等と回答した。 

（ウ）次に、Ｑ６として、回答者に本願商標を提示し、「この商品のメーカー

名をお選びください。」と質問し、選択肢として、「キッコーマン／ヤマサ醤

油／正田醤油／ヒゲタ醤油・・・／エバラ食品／日本食研／モランボン・・・

／カゴメ／ブルドックソース／その他：具体的に（  ）」のように、２２社の

社名及び自由回答欄が提示された。 

 回答結果は、「キッコーマン」と回答した者は４１．２％であり、残りの５

８．８％の回答者のうち、最も多かった回答は、「その他」であった。 

 オ 第三者による紹介 

（ア）テレビ番組や新聞等 

 ２０１７年（平成２９年）７月１８日に、テレビ東京において放送された

「液体グルメバラエティー たれ」と称する深夜テレビ番組において、テレビ

画面上に「第１回たれ会議『焼肉に合うたれは？』」及び「伊集院の好きなタ

レ／キッコーマン／ステーキしょうゆたまねぎ風味」のテロップとともに、本

件商品（業務用と思しきもの）が映し出されている様子がうかがえる（甲５１、

甲８８、甲８９）。 

 また、２０１６年（平成２８年）の秋頃発行のフリーマガジン「素材のちか

ら」（２０１６Ａｕｔｕｍｎ第２３号）に本件商品（業務用と思しきもの）の

紹介記事が掲載された（甲１６）。 

 その他、本件商品のうち、「キッコーマン ステーキしょうゆ トリュフ＆ポ

ルチーニ風味」と称するものが２０１７年（平成２９年）８月２１日に、また、

「キッコーマン ステーキしょうゆ 粉末しょうゆ＆スパイス」と称するものが

２０１９年（令和元年）８月１９日に、それぞれ新発売されるに当たり、その

前後の時期に、新聞記事やウェブ記事において、商品紹介記事が掲載されたこ

とが認められる（甲４９、甲５０、甲５２〜甲５４、甲５６、甲９１〜甲９４、

甲９６〜甲９９）。 

（イ）ブログ記事 

 甲第６０号証ないし甲第７６号証は、主に本件商品を購入した者がその購入

の経緯や使用したときの感想等を述べているブログ記事であり、その内容にお

いて商品を紹介する際には、例えば、「キッコーマンの“ステーキしょうゆ”」

（甲６１）や「キッコーマンステーキしょうゆ」（甲６７）、「キッコーマン 

ステーキしょうゆ」（甲６２、甲６３、甲６６、甲６８、甲６９、甲７１、甲

７２、甲７４）のように、おおむね「キッコーマン」の文字が商品の出所を表

示するものと看取、理解されるような記載がされていることが認められる。 

（ウ）ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）への投稿 

 請求人は、「ステーキしょうゆ」の文字が、単独で、本件商品を指称するも

のとして、需要者の間に広く認識されている証拠として、「ステーキしょうゆ」

のハッシュタグにより投稿されたツイッターやインスタグラムを提出している

（甲１００、甲１０１）。 
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 しかしながら、ツイッターにおける投稿件数は、僅か約２０件強（２０２０

年２月１４日時点）にとどまるものであると共に、その投稿の６割以上におい

て、「キッコーマン」のハッシュタグが併記されていることがうかがえる。 

 また、提出された５０件強のインスタグラムにおける投稿記事（２０２０年

２月１４日時点）においても、その半数近くにおいて、「キッコーマン」（ｋ

ｉｋｋｏｍａｎ、キッコウマン）のハッシュタグが併記されていることがうか

がえるほか、「キッコーマン」のハッシュタグが併記されていない投稿記事に

おいては、「コストコのステーキしょうゆ」「洋食屋さんのステーキ醤油」と

いった記載も見受けられ、需要者の投稿が、必ずしも本件商品を意図している

訳ではないこともうかがえる。 

カ 請求人以外の事業者による本願商標と同一又は類似する文字の使用の 

有無及び使用状況 

 上記（１）のとおり、「ステーキ醤油」と称する、醤油を原材料としたステ

ーキ用の調味料が、他人の取扱いに係る商品として、複数存在し、流通してい

る事実がある。 

キ 判断 

 以上によれば、本件商品は、肉料理専用の調味料として、１９９４年（平成

６年）９月に発売され、その後、風味の種類（タイプ）の追加や業務用のもの

の発売等がされながら、２６年の間、継続的に製造、販売されていることは認

められる。 

 しかしながら、「ステーキ」の文字と「しょうゆ」の文字とを毛筆風の書体

で２列に縦書きしてなる使用商標は、「ステーキしょうゆ」の文字を標準文字

で表してなる本願商標と比較した場合、「ステーキ」の文字と「しょうゆ」の

文字とを組み合わせてなるという点は共通するものの、その書体や配置といっ

た態様において少なからず差異があるものであるから、本願商標と同一のもの

とは認め難い。 

 また、本件商品については、発売当初の１９９４年（平成６年）から１９９

６年（平成８年）までの間にテレビＣＭが制作されたことは認められるものの、

その期間は短い上、１９９７年（平成９年）以降に、請求人が、本件商品につ

いて、テレビＣＭを制作したとする証拠は提出されておらず、本件商品等の購

入者を対象とするプレゼントキャンペーンやショッピングセンター等とのタイ

アップによる広告（販促）活動も、その回数はさほど多くない。 

 そして、本件商品がテレビ番組や新聞等において紹介されたとする点につい

てみても、その多くは、主に本件商品のうちの特定の商品の新発売に合わせて

その紹介がされたにすぎないものである。 

 さらに、本件商品がブログ記事やＳＮＳにおいて記載されることはあるも 

のの、その内容によっては、「ステーキしょうゆ」の文字が、単独で、請求人

の製造、販売する商品を指称するものとして、需要者の間に広く認識されてい

ると認めることはできない。 

 そして、アンケート調査においても、その回答者、回答率によっては、本願

商標が、需要者の間に広く認識されているとまではいえない。 

 加えて、「ステーキ醤油」と称する、醤油を原材料としたステーキ用の調味
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料が、他人の取扱いに係る商品として、複数存在し、流通している事実がある。 

 してみれば、請求人が主張する本件商品の販売金額やシェアを考慮してもな

お、本願商標は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であるこ

とを認識することができるものになっているとは認められない。 

 したがって、本願商標は、商標法第３条第２項の要件を具備しない。 

（３）請求人の主張について 

 ア 請求人は、本願商標は、その指定商品である醤油を加味したステーキソ

ースやステーキスパイスを暗示するものではあっても、単にその商品の品質を

表すにすぎないものには当たらず、また、僅か数件の、ある特定の地域で製造、

販売されている商品の使用例のみをもって、その取引者、需要者間において、

その商品の品質を直接的に表示したものとはいえない旨主張する。 

 しかしながら、本願の指定商品を取り扱う業界において、醤油を加味したス

テーキ用の調味料を「ステーキ醤油」と称する例が複数存在する事実は、取引

者、需要者が、商品「醤油を加味したステーキソース，醤油を加味したステー

キスパイス」に使用される本願商標「ステーキしょうゆ」の文字に接した場合、

「醤油を加味したステーキ用の調味料（ソース、スパイス）」であると容易に

認識することにつながるものであるといえ、取引者、需要者をして、商品の品

質を表したものとして認識するにとどまるというべきこと、上記（１）におい

て述べたとおりである。 

 したがって、上記請求人による主張は、採用することができない。 

 イ 請求人は、本願商標を使用している「ステーキしょうゆ」商標には、毛

筆風の書体による「ステーキ」の文字と「しょうゆ」の文字とを２列に縦書き

してなるものも存在するが、これらの使用商標は、本願商標との対比において、

大きな書体の相違があるわけではなく、両者に書体や文字の書き表し方などに

おいて相違する場合があるとしても、外観上同視し得るものであって、商標と

しての同一性を損なうものではない旨主張する。 

 しかしながら、標準文字のみによって、商標登録を受けようとする場合（商

標法第５条第３項）には、文字につき具体的な構成態様を指定することができ

ないことは当然である（同法第１２条の２第２項第３号かっこ書き参照）が、

この場合の文字の構成態様については、標準文字の書体から成るものとして扱

われ（同法第１２条の２第２項第３号かっこ書き、第２７条第１項参照）、格

別、文字の構成態様について同一性を有するものの範囲が広がるというもので

はないから、毛筆風の書体により２列に縦書きしてなる使用商標が、標準文字

を横書きに表してなる本願商標と同一性を有するとする請求人の主張は、採用

することができない。 

 ウ 請求人は、上記（２）エにおいて述べた「アンケート調査」について、

調査対象者の４７．５％にあたる４０代から６０代の女性（調味料の主たる需

要者層）にあっては、その５４．２％が、本願商標から請求人を想起した事実

が認められ、そのうち、Ｑ４の自由回答において「キッコーマン」と回答した

者は４４．３％であった旨主張する。 

 しかしながら、本願の指定商品「醤油を加味したステーキソース，醤油を加

味したステーキスパイス」」の需要者は、４０代から６０代の女性に限定され
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ているわけではなく、当該アンケート調査が設定した「母集団（需要者）」の

とおり、「『醤油やソースなど』の購買層や使用者層、潜在購買層、仕入れ・

販売担当者、販売店従業員なども含めた広く一般の方」（甲１０８、３頁目）

であり、本願商標の商標法第３条第２項該当性は、一般需要者における認識も

含めて検討すべきものであるから、請求人の主張はその前提において、ことさ

らに、需要者層を限定しているといえる。 

 さらに、請求人が主張する５４．２％の内訳は、調査対象者のうち、４０代

から６０代の女性３３４人を分母とし、Ｑ４の自由回答において「キッコーマ

ン」と回答した１４８人と、Ｑ４においては不正解だったものの、Ｑ６の選択

肢から「キッコーマン」を選択した３３人を合計した１８１人を分子とした際

の、その割合（５４．２％）であり、Ｑ４及びＱ６のいずれかで「キッコーマ

ン」を想起した回答者の割合を主張するものであるが、需要者を限定してもな

お、本願商標から請求人との関係を想起するのは半数程度にすぎないのだから、

残りの半数程度は、請求人以外との関係を想起する、又は特定の出所を認識す

ることができていないといえる。 

 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。 

（４）まとめ 

 以上のとおり、本願商標は、商標法第３条第１項第３号に該当するものであ

って、かつ、同条第２項に規定する要件を具備するものではないから、これを

登録することはできない。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

 

  令和 ２年 ９月 ８日 

 

審判長 特許庁審判官 半田 正人 

特許庁審判官 大森 友子 

特許庁審判官 石塚 利恵 

 

 

別掲 

１ 令和２年２月３日付け審尋で示した調味料の分野における「ステーキ醤油」

の用例 

（１）「伊勢醤油本舗」のウェブサイトにおいて、「ステーキ醤油 ２００ｍ

ｌ」の見出しの下、「伊勢神宮奉納『伊勢醤油』を使用し、ワインを使用した

上品な味わいです。そのままステーキにかけるのはもちろん、大根おろしやわ

さびを付けて頂いてもおいしくお召上がり頂けます。」の記載とともに、「ス

テーキ」の文字と「醤油」の文字とを２列に縦書きしてなる標章のほか、商品

の出所を表したものと認識され得る標章（「伊勢醤油」の文字からなるもの等）

の表示のあるラベルが付された商品の画像が掲載されている。 

（https://www.isesyoyu.co.jp/products/detail/91） 

（２）「株式会社丸正醸造」のウェブサイトにおいて、「洋食屋さんのステー
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キ醤油 １５０ｍｌビン」の見出しの下、「信州野菜農家直営の洋食屋さん

『ひげじい』監修で、天然醸造醤油と玉葱をベースに作ったたれです。」の記

載とともに、「洋食屋さんの」の文字、「ステーキ」の文字及び「醤油」の文

字を３列に縦書きしてなる標章（その構成中、「洋食屋さんの」の文字は黄色、

その他の文字は白色で表されている。）のほか、商品の出所を表したものと認

識され得る標章（○の中に「正」の文字を配してなるいわゆるのれん記号等）

の表示のあるラベルが付された商品の画像が掲載されている。 

（https://www.mi-so.com/shop/products/detail.php?product_id=188） 

（３）「川中醤油株式会社」のウェブサイトにおいて、「ステーキ醤油 霧里

ワイン使用 １８０ｍｌ」の見出しの下、「川中醤油の『天然かけ醤油』と広

島三次ワイナリーの『霧里ワイン赤』を使用した、優しい甘みと深いコクが味

わえるステーキ醤油です。」の記載とともに、「ステーキ」の文字、「醤油」

の文字及び「霧里ワイン使用」の文字を３列に縦書きしてなる標章のほか、商

品の出所を表したものと認識され得る標章（「川中醤油」の文字からなるもの

等）の表示のあるラベルが付された商品の画像が掲載されている。 

（http://www.kawanaka-shouyu.net/shopdetail/000000000211/） 

（４）「株式会社なかやま牧場牛肉通販」のウェブサイトにおいて、「なかや

ま牧場オリジナル ステーキ醤油 １５０ｍｌ」の見出しの下、「素材の旨みを

引き出す有機醤油に芳醇なワインとにんにくをブレンド。」の記載とともに、

「ステーキ」の文字と「醤油（「しょうゆ」の振り仮名付き）」の文字とを２

段に横書きしてなる標章のほか、商品の出所を表したものと認識され得る標章

（「なかやま牧場」の文字からなるもの等）の表示のあるラベルが付された商

品の画像が掲載されている。 

（https://www2.enekoshop.jp/shop/nakayama-

farm/item_detail?category_id=0&item_id=1912939） 

（５）「ガーデンパナ オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「新

発売！うちなーステーキ醤油」の見出しの下、「美味しいステーキ醤油をを召

し上がれ！沖縄ステーキにぴったりの、濃厚スパイシー醤油です。」の記載と

ともに、「うちなー」の文字、「ステーキの文字」及び「醤油」の文字（各文

字は、順に白色、金色、赤色で表されている。）の文字を３列に縦書きしてな

る標章のほか、商品の出所を表したものと認識され得る標章（「ＧＡＲＤＥＮ 

ＰＡＮＡ」の文字からなるもの等）の表示のあるラベルが付された商品の画像

が掲載されている。 

（https://www.gardenpana.biz/SHOP/833872/1008014/list.html） 

（６）「ガーデンパナ オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「石

垣島ステーキ醤油 【１８０ｍｌ】」の見出しの下、「沖縄のステーキにぴっ

たりの、濃厚スパイシー醤油です。」の記載とともに、「石垣島」の文字と

「ステーキ醤油」の文字とを２列に縦書きしてなる標章のほか、商品の出所を

表したものと認識され得る標章（「ＧＡＲＤＥＮ ＰＡＮＡ」の文字からなる

もの等）の表示のあるラベルが付された商品の画像が掲載されている。 

（https://www.gardenpana.biz/SHOP/1401.html） 
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２ 甲第１８号証 

 
３ 甲第４１号証（２００５年の使用態様） 

 
４ 甲第４６号証（２０１６年の業務用商品に係る使用態様） 

 
５ 甲第４９号証（２０１７年の使用態様） 
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（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

 

（この書面において著作物の複製をしている場合のご注意） 

 特許庁は、著作権法第４２条第２項第１号（裁判手続等における複製）の規

定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害となら

ないよう十分にご注意ください。 

 

〔審決分類〕Ｔ１８ ．１３ －Ｚ （Ｗ３０） 

１７ 

 

審判長 特許庁審判官 半田 正人 8141 

特許庁審判官 大森 友子 8966 

特許庁審判官 石塚 利恵 3061 


